
F
h
U
 

F
O
 

国家神道体制と信教の自由・政教分離原則

ー諸宗教の上下二重構造の分析を媒介としてー

篠原巌

問題の所在

日本国憲法20条と89条は，信教の自由と政教分離原則を定めているとされる。

政教分離原則に関しては，制度的保障とする説と，それ自体人権とする説が解

釈学説としてたてられている。政教分離原則が神道国教制を含む国家神道体制

を否定していることは誰もが承認している。しかしそれらの規定が否定してい

るとされる国家神道体制の含意が解釈学説によって十分に踏まえられているだ

ろうか。両条項がいかなる歴史的事実を背景としていかなる規範的意味を得て

いるか，をさらに検討してみる必要はないか，これが本稿の問題関心である。

最近の，信教の自由と政教分離原則をめぐる諸判決と政治現象はこのような

課題を解明することを迫っているように思われる。さらに国家神道体制の歴史

的認識からは両条項のみならず精神的自由一般の日本的あり方を明らかにする

のに必要な示唆が得られるはずである。あらためて歴史から学び直し，解釈学

説を再検討して対決しないと，貴重な人権を人権のあり方としては再び明治憲

法下の状態にまで引き戻されてしまうのではないか， と思わせるのほどの危機

感をもたされる。

国家神道体制にかかわる問題は，宗教学，宗教史ひいては思想史，政治史・

行政史，国家イデオロギー論その他の広範な問題に関連しているが，本稿は信

教の自由と政教分離原則の特殊日本的意味を憲法論から明らかにすることに焦

点をあて，それに基づいて若干の解釈論上の問題提起をするつもりである。
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まず国家神道体制の成立，展開，完成をその諸要素の形成と変遷課程をたど

って歴史的に概観し（第 1章），国家神道体制を諸宗教の構造という観点から構

造の諸要素を位置づけし，諸要素聞の関連を明らかにして，それらに基づいて

明治憲法の信教の自由の保障とその制限の意義を確定する試みをし，その視点

から若干の解釈学説を批判的に検討する（第 2章）。そして最後に日本国憲法の

当該条項に関する解釈論上の問題提起をおこなうつもりである（まとめ）。

第 1章 国家神道体制の構造と「信教の自由」の矛盾の展開過程

宗教の定義として本稿は，「超自然的，超人間的本質の存在を確信し，畏敬崇

拝する心情と行為」という定義に従う。宗教の多様性にもかかわらずその全体

を把握し，かつ相互の比較を適切におこなうにはこの定義が最適と思われるか

らである。歴史に現われたすべての種類の宗教が依然として並存しているわが

国ではとりわけそうである。それに加えて同じ理由から，宗教内部のあり方と

その対外的関係を説明するために，本稿では，宗教が，宗教内容（教義・教理・

祭把・儀式），宗教組織・宗教家，信仰者（信者）の 3つの構成要素の総合・編

成されたものとみる。そして，宗教と国家との関係を規定する基本的要因は，

宗教の側の，信仰上の精神的自律性および物的保障の自立性と，国家の側の，

宗教にその正統性を求める要求であり，この関係のヴァリエイショヅは，二つ

の要因の有無・程度によって生ずる， と措定される。社会における諸宗教の諸

関係・あり方は，そのような視角によって得られる宗教状況に加えて，さらに

無信論や他の諸思想との関係も視野にいれないと把握できない。国家神道体制

に関して，人権としての信教の自由及ぴ政教分離原則の視点から歴史的認識を

得ょうとすれば，このように広範囲な考察を要することになるが，本稿はさし

あたり概略的な見取り図を作る試みにとどまる。

第 1節 国家神道と他の諸宗教の上下二重構造の成立・展開
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明治維新前後から1940年の太平洋戦争敗戦までのわが国における国家と宗教

の諸関係の歴史はどのようであったか。国家神道を構成する皇室祭最巴，神社神

道，靖国信仰はまぎれもなく宗教であった。したがって，この間の国家と宗教

との諸関係を分析するには，国家機構・機能の重要な一部を成していた国家神

道と他の民間諸宗教との関係とともに国家権力と民間諸宗教との関係の双方を

対象とするばかりでなく，さらに両者の関係をも分析しなけらばならない。そ

うだとすれば国家神道体制下の宗教状況は，国家神道と民間諸宗教の関係およ

び絶対主義的天皇制権力と民間諸宗教の関係の複合体として描かれることとな

る。

明治憲法（大日本帝国憲法）制定（1989年二明治22年）以前にすでに国家神

道体制の基礎は，好余曲折を経ながらできあがっていた。その聞の宗教法制の

特色は，太政官布告を最高法規として，めまぐるしく所管変更を受けるそのつ

どの国家機関のさまざまな形式による命令を通して，一方で、は神社神道を国家

組織の中に取り込み統治に利用するために必要な整備のための諸措置をとり，

他方で他の諸宗教に対して一部は排除・禁止し，または黙認ないし公認し，さ

らにはそれらの宗教組織の頂点を国家組織の結びつける諸措置をとっていっ

た。明治維新を推進した勢力の重要な一部である国学者・神道家達の勢いがま

ずこの動きをリードして神祇官設置で最高潮に達し，その後しだいに天皇制国

家の骨格が対内的対外的に形成されていくに伴って，諸外国・キリスト教，仏

教との関係を調整しながら国民統合の手段として国家神道体制の基礎がつくら

れていった。しかも国家神道体制形成の波及効果は，宗教のみならず思想，道

徳，その他文化一般に関する全ての事柄に及ぴ，それらを政府諸機関の命令に

よって決定していくことが当然とされていった。

国家神道体制づくりを一貫して貫いていたのは，多様で、膨大な神社を国家の

手によって整備し組織化して神道の本来の性格＝天皇政治に奉仕し従属する宗

教に由来する要求ニ祭政一致を実現するために，伊勢神宮を頂点として全国の

神社を一つの官僚組織にまとめ上げ（全国神社の列格化，一元的神社体系の形
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成），それを皇室神道の下位に位置づけて結合することであった。明治政府は精

力的にこれを推進しながら他の宗教，教派神道，仏教，キリスト教との関係を

上下二重構造として形成していく。

この過程で，宗教としての神社神道は，宗教家によってではなく政治家によ

って主導されて人工的につくられたといってよい。民衆宗教である産土・鎮守

その他の神道はこの体制に組み込まれて「官僚的神道」へ変質していったが，

教派神道は弾き出されて他の宗教並みの地位におかれた。神社神道は本来的に

天皇の政治に従属し奉仕する性格を持つもので、あったから，明治維新の推進者

の役割を果たしえたが，その後絶対主義的天皇制の天皇に，宗教的に直結する

立場を獲得して，天皇への忠誠をいわば信仰告白する儀式を担当することによ

って国民の組織者へとその役割を変えていった。実際に成立した国家神道体制

は，国学者や神道家たちの要求した祭政一致体制とは異なっていた。このこと

は，天皇制統治機構の中での政治部門と神道部門の位置づけ・それぞれの機能

分担にかかわる。神道部門は政治部門の下位に， しかも祭把執行に職務を限定

されていたが， しかしそのようなものとしてなお一種の祭政一致体制であった

ことは否定しえない。明治藩閥政府の政治家たちが，宗教としての神社神道の

政治的利用とその限度をどう考えていたか，がそこに表れていた。彼等の国民

統合のためのイデオロギ一政策は一元的ではなかった。天皇＝国家を正統化す

るイデオロギー装置は複線的で，国家神道と「道徳」（後の教育勅語・戊申詔書

等）の組み合わせであった。政府はそのため，一連の偽騎的な建前論を駆使し

ながらも，他の宗教への僅かながらの配慮、をしたり，欧米の科学技術の導入に

よる富国強兵・殖産興業その他の国策（戦争を含めて）遂行上の神社信仰の利

用可能性を見極めながら，宗教全体を国策遂行上の，そしてそれへ向けての国

民統合・動員の手段と見ていたのであって，この点では国家神道も例外ではな

かった。宗教政策の変遷がこのことを明白に示している。したがって，祭政一

致といってもそのように制約されたものであった。

宗教の次元から見れば，この過程が証明しているのは，神社神道が宗教とし
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ての最小限の条件である精神的自律性を必然的に放棄して統治の手段になりさ

がり，そのことによって堕落したということであるが，天皇政治ともともと切

り離せない性格を持っていたこととからすれば，自己矛盾の 1つの解決形態と

いえるのであって，新しさは，官僚的組織化とこの組織自体が国家的なものと

なったことにある。したがって，このような国家と宗教の関係のあり方は，神

社神道の側の国家への精神的物質的な寄生性を示している。この意味では，国

家と宗教のかかわりを類型化する場合，基本的前提として当該宗教の信仰上の

精神的自律性の有無・程度が識別きれていなければならないであろう。国家と

宗教のかかわりの意義・機能は，それによって大きな違いを生ずる。

このような神社神道の形成過程を進めるにあたって，政府は，一方で、これと

皇室神道を，伊勢神宮を媒介として結合きせて国家神道の二大核心とし，他方

で神社神道を他の宗教から国家宗教として区別する必要に迫られて「祭加と宗

教の分離」，「信教の自由」の承認を宗教政策として実施する。宗教を，祭加と

「宗教」の 2要素に分解するなどという奇妙なことが何故おこなわれえたかは

問題であるが，少なくとも神社神道の教義の貧弱きと多様きが，かつては弱み

であったのに，ここでは，逆に強みとして利用されたという事情は否定しえな

い。明治国家の政策によってとられたそのような宗教的措置がその後影響力を

持ち続けていく。教義とその普及その他祭紀以外の宗教的諸要素は教派神道の

分担として神社から切り離すべきものときれた。しかし実際には，下位の神社

では分離されてはいなかった。仏教の側が，「祭肥と宗教の分離」を自らの「信

教の自由」を獲得するために主張したが，諸宗教の上下二重構造の下位に自ら

を進んで位置付けることとなり，宗教としての国家祭斑にたいしては，「鎮護国

家」の考え方に基づいて，従属する道を選んでいくことになる。仏教陣営の神

社神道への対抗は，このような結果をもたらした。キリスト教は，この時期に

は禁止から黙認へと政府による処遇の変更を受けていたが，条約改正実現に障

害にならない限りのきわめて消極的なものにすぎなかった。

こうして皇室神道とともに神社神道は，国家祭加とされて国家機構の中にす
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っぽり抱え込まれて，天皇を帰属点として宗教的権威を共有して特権的地位を

獲得し，「超宗教」の名で諸宗教の上位に立って，「非宗教」であるからすべて

の臣民に祭組への参加・礼拝を強制できることになった。またこの間に招魂社

が靖国神社（別格官弊社）へと神社化され，戦死者・戦没者を合加する新種の

神社がつくられた。その管轄は内務省から陸海軍の共同管轄へと変わったが，

天皇・神社・軍を一体化したもので，国家神道の 3つ目の核心となった。国家

神道体制の中心は，皇室神道，神社神道，靖国信仰が相互に重なり合う複合体

の形態で形成され，そのようなものとして臣民全体の強制された信仰の対象と

されたのである。

第 2節 明治憲法制定から国家神道体制の確立へ

憲法28条には，第 2章臣民権利義務の中で，「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ

義務ニ背カサル限ニ於テ」という条件っきで「信教の自由」が臣民にあると定

められていた。皇室典範には10条で新天皇が「祖宗の神器」を継承すること，

11条には「即位ノ礼及大嘗祭」は京都で行うことを定めていた。宗教に関して

法律で初めて規律を設けたのは1939年（昭和14年）に制定された宗教団体法で

あった。憲法制定の翌年には教育勅語が発せられた。

憲法制定以前の太政官布告以下の宗教関係の命令はすべて引き継がれたか

ら，この憲法に抵触しないものと認められたことになり， しかも権利条項で唯

一法律の留保のない信教の自由権は，命令でも制限され得るとされていたから，

問題となるのは，信教の自由によっていったい何がどのように保障されること

になるのか，であった。

実際には憲法制定前後で信教の自由の拡大はまったく生じなかった。宗教の

すべてのあり方に関して国家権力の恋意に依存している状態に何の変化もなか

った。存在するのは，政府の宗教政策や宗教統制に抵抗・抗議する確信的な宗

教者個々人や宗教団体の運動＝信教の自由や思想・良心の自由を求める運動だ

けであった。したがって，わずかに確信的な宗教者の憲法意識の上でだけ人権
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としての信教の自由が生きていたのであって，ほとんどの国民は国家神道の場

合は強制または誘導されて，自ら選んだ信仰がある場合にはその信仰内容まで

統制きれて宗教活動を行っていた。国民個々人は上下のいわば価値序列をもっ

二つの信仰を持つような宗教生活を余儀なくされていた。このような信仰の本

質に反する信仰のあり方が国家権力のっくりだしていた既成事実であったとす

れば，そして政府はその既成事実を変更する宗教政策を考えていないどころか，

そのような国家神道体制をさらに整備・完成きせよ 7としていたのであるから，

28条の信教の自由は，法的には人権としての意義をまったくもつことができな

かったのは当然で、ある。

「信教の自由」の文言が採用されたにもかかわらず人権としての意義を完全

に否定してしまうことを正当化した理由は，神社非宗教諭と臣民の神社崇敬義

務論の結合に求められていた。さらに宗教としての神社祭紀や神社への拝礼の

強制を，臣民の義務として受容きれるべきものという議論さえあった。実際の

宗教行政と宗教のあり方に照応していたのは後者の議論であった。前者の理由

は偽繭的であることは前述のとおりである。

教育勅語の換発（1890.10. 30）は，天皇を宗教的権威としているのに加えて，

道徳上の権威にまで高めてしまったことになる。これは，国民の精神的自律性

の完全な否定， したがって，人聞の尊厳の完全な否定を含意していたと言わな

ければならない。その後神社方面・仏教方面の国家主義者によるキリスト教排

撃の運動に動かされて，宗教行政は国家神道体制の確立に向かつてエスカレー

トしていく。内務省訓令は祭胞の体系化・画一化を指示して皇室神道と伊勢神

宮の一体化を進めて国家神道内部の儀式様式を整備し， 6年後には内務省社寺

局を神社局と宗教局に分離して両局は同列に位置づけられてはいるが，神社行

政を独立きせて，国家神道に他の宗教を従属させた宗教の上下二重構造を完成

する準備を整えた。このことは， 1890年から94年にかけて行われた「国家と宗

教論争」または「教育と宗教論争J の経過によく示きれている。

文相芳川顕正の依頼で執筆された井上哲次郎「勅語桁義」 (1891年）は，その
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勅語解釈に基づくキリスト教批判を含んで、いた。井上は，有機体としての国家

は唯一の主義に貫かれなければならないこと，天皇陛下は，その心意で，臣民

は四肢百体のようなもの，命があっても国家に益のないものは死せるも同然，

という教育勅語の忠孝および天皇＝国家への滅私奉公（核心部分）に合わせた

国家有機体論を基準として，キリスト教の非国家主義・平等主義・博愛主義を

批判した。良心の自由や信仰の自由に基づいて，自らの信仰上の神を最高とす

ることの正当性を主張した少数の確信的な宗教家がいたが， 日本基督教会（プ

ロテスタントの組織）と多数の信仰者は，この攻撃に妥協し，例えば横井時男

のように勅語の内容を「基督教道徳の要素」として受け容れて，頑強な宗教家

には処分を課した。

仏教界の態度は，「井上哲次郎擁護の最大の支柱」であったと言われるように，

時流に乗ってキリスト教攻撃に出た。排耶護国をスローか、ンに，井上円了など

が論陣をはるが，‘井上は「護国愛理」をモットーに，忠孝思想、に仏教は一致す

るが，キリスト教は一致しないと批判した。藤島了穏がおこなったキリスト教

批判の書「基督教末路」も同様の趣旨であった。藤島は， 日本では宗教の存在

は国体（国家）への同化，皇室との一致，皇室の保護の享受が条件であること，

キリスト教にはそれらの条件が欠けていることを指摘している。この論争とい

うよりキリスト教への総攻撃の中で，ともに世界宗教でありながら，キリスト

教も仏教と同じように，わが国固有の「宗教存在の条件」を受容することにな

る。

1912年 2月に内務次官床次の呼びかけでおこなわれた神（教派神道）仏基代

表者による三教会同は，その完成と評価することができる。この会同の開催に

反対する確信的な信仰者たちがいたが，組織された各宗教団体は宗教が個々人

の確信に基づくものであることを自己否定して強行した。教派神道の組織や仏

教の組織は従来から国家神道に従属する地位を甘受していたが，キリスト教は

ここにきて教派神道・仏教と平等な地位に位置づけられること，「公認宗教」と

なることに満足して，ついに天皇制国家に従属して国家神道の下位におかれる
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ことを受け容れるに至った。日本において最も信仰上の精神的自律性の高い宗

教であったプロテスタントの組織は，宗教としての国家神道にも「屈服」した

のである。内務省も文部省もたんに宗教行政を担当していたのではなくて，国

家神道の宗教活動をもしていたとすれば，このことは論理必然的な帰結である。

宗教の上下構造の受容，国家神道に対する「寛容J が強要され，キリスト教が

それに応じたということである。この経過を，「個としての人聞の生きる基盤と

して，君主の権威と上下を争うものとして一つの宗教がその本質……を問いつ

められたというような出来事」とみた武田清子は，その分析の総括で，当時の

プロテスタントが「天皇国家への従属における適合」をし，「天皇制との関係に

おいて，……かい馴らされ，その本質を失った」，という評価を下している。こ

こで言われている宗教の本質には信仰上の精神的自律性が含意きれていること

は確かで、ある。武田は，宗教の内面に踏み込んで天皇制国家とキリスト教（ひ

いては宗教一般）の関係が緊張関係から妥協関係に転化する位相を解明しえて

いるが，おそらく国家神道を宗教とは認めていないからであろうが，国家神道

と諸宗教との関係の問題は分析対象になっていない。

完成態としての国家神道体制は，国家と宗教の関係のありかたという観点か

らはどのようなものと規定できるか。絶対主義的天皇制国家という国家権力に

神仏基の諸宗教は従属して，人権としての自由を奪われてその恋意に依存しな

がら国民教化の役割を果たさせられると同時に，国家神道という宗教＝国教に

も従属して，宗教に宗教が，同一化きれないまま屈服するという姿態をとって

いた。明治維新以前の，神道，仏教その他の宗教への複数信仰，そして組織さ

れたそれら宗教が，時々の国家権力に従属・奉仕してきた歴史的事情が十分に

利用された結果であることは否定できない。近代ヨーロッパのキリスト教が宗

教改革以来国家権力の上かまたは横に自らを位置づけようとしたのは，信仰に

ついて，宗教組織や個々人の確信を組織化するという信仰上の精神的自律性を

第一義と考えたからだとすれば，宗教の歴史におけるわが国の「特殊性」を考

慮しても，少なくとも国家権力に従属し奉仕する性格をもっ宗教が国家権力と
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かかわることはそれ自体，論理必然的に信教の自由の前提条件を否定すること

にならざるを得ない一これがわか国の宗教問題の特殊性である。

宗教にかかわる統治機構は変遷を重ねながら，この時期には，皇室神道・靖

国神社・神社神道についてはそれぞれ宮内省・陸海軍・内務省神社局が所管し，

天皇の役割はそれぞれ祭杷の主宰者・礼拝者・神（同時に統治権の総覧者）と

してじっに 4様の立場をもちながら国家神道の頂点に位置し，他の宗教に対し

ては内務省宗教局（1913年から文部省）が統治権の総覧者としての天皇の名に

おいて無制限の統制を行いうる権限を獲得していた。各宗教が教義や宗教活動

を自由にする余地があったとすれば，それは確信的宗教者の抵抗に対する天

皇・内務省宗教局の時々に強弱を付けた自制の結果に過ぎなかった。大正末か

ら昭和にかけて刑法の不敬罪，警察犯処罰令を根拠に行われた警察（内務省）

による宗教弾圧は，宗教を治安対策の対象とするとともに宗教上の異端に対す

る弾圧の意味を併せもっていた。天皇制国家権力によるすべての宗教上・宗教

行政上の行為は帝国議会のコントロールをいっさい受けない聖域となったい

た。軍事の領域は軍政に関しては帝国議会の協賛を必要としていたことに比べ

ると，宗教の領域では万能の国家神道と万能の宗教行政が支配していた。した

がって，確信的宗教者たちはまったく法的手段をもたないままに信教の自由を

獲得するための運動を担っていた。

文部省への宗教行政の移管は，文部省が，国家神道の宗教組織の一部であっ

たのに加えて，宗教統制をも担当することになった。教育勅語奉読・奉安殿礼

拝・宮城揺拝・強制神社参拝などを日常的に行う学校は，国家神道という宗教

の宗教（教育）組織としての機能を果たしていたというほかはない。それらは

天皇を中心としてすべて結ぴついていた。同じ官庁が一方で、（宗教ではない祭

純だという偽摘の下で）特定宗教の組織・教育を担い，他方でその他の宗教を

統制する一近代的な形式の統治組織の姿をしたおよそ非合理的な人間集団を形

成していたとでも表現するしかない。学校が，天皇への崇拝を神社信仰と教育

勅語を通して日常的に生徒を教育していたことには，国家神道体制のあり方が
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集約的に示されていた。神社信仰を祭加に純化してしまった政府は，いわば教

理・教義にあたるものとして教育勅語を発して，「宗教」の 2つの要素を揃えた

が，しかし教育勅語の内容を固定の「国民道徳」だとすることによって教育内

容としえた。教育勅語の起草者，元田永字と井上毅の確執における井上の主張

は，「教育」の内容については「宗教」から分離しておくというものであったが，

文部行政の下で，儒教の教えと天皇への滅私奉公を語る天皇自身の「御言葉」

の教育・学習＝教育勅語と，奉安殿拝礼や神社参拝等の神道信仰上の行動は，

学校の中では一体化されていた。「宗教Jではないとされた祭加と「宗教」では

ないとされた教育勅語が学校の中で、は結び、つけられて，宗教としての天皇崇拝

の教育が教育全体における支配的地位を占めていた。太平洋戦争の前線でも後

方でも，この教育の成果が余すところなく示された。超国家主義の無責任体系

の中で天皇への盲目的な無限の奉公に応えうるように生徒を「善導」したのは

そのような宗教教育であった。

国家神道体制の完成された統治機構は，神であると同時に人聞の役割をかね

る天皇を頂点として，国家神道の宗教としての主要部分を統治機構の内部に組

み込んで、下部の神社機構は公法人（神職は官吏）としてこれに接続させ，神仏

基などの宗教の教義・人事・組織など宗教としての本質部分に踏み込む統制活

動を行うとともに，国家目的の実現にそれら宗教の信仰者・信者への影響力を

利用する仕組みであった。

第 3節 祭政一致の完成＝神国日本による聖戦遂行

1939年には国家神道を別格として除外して，他の諸宗教を統制する法律＝宗

教団体法が制定され，翌年内務省の宗教局は神祇院に拡充されて同省の外局と

なった。

大正デモクラシーの趨勢の中で，神社対宗教論争が再燃し，それを法律で明

確にすることを要求する運動が起こったが，仏教界は宗教としての自己の優位

の法的確立を目的として神社神道からの「宗教的要素」の仏拭を求め，キリス
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ト教会は，神社への礼拝の廃止までを求めた。しかし1928年の昭和天皇の即位

大礼， 1929年の伊勢神宮の式年遷宮を機に勢いをつけた神社神道界がさまざま

な民主々義運動の高揚を抑えこむ動きに出，それを可能にするシステム＝特別

官街の復活を要求したが，神紙院の設置は祭政一致の完成というその本来的目

標の実現であった。この動きは軍部による中国侵略のエスカレートと結ぴ付い

て，以後の15年戦争の思想動員体制をリードする戦力となっていく。

このような状況の展開の下で成立した宗教団体法は，神仏基その他の宗教の

宗教団体や宗教結社を，「安寧秩序」・「臣民の義務」による制限を通してそれら

の宗教としての本質を奪う統制を課して，それにもかかわらずこの統制に従う

ならば宗教と認めて保護してやろう， という法律であった。以前の状態と異な

るのは，統制事項の違反に対して罰則がついて統制が強化されたことぐらいで

あった。諸宗教の上下二重構造をそれぞ、れの宗教内部にセットさせて宗教家や

信仰者に最大の自己矛盾を強制する従来の宗教政策を法的に確認し，きらに強

化したところに，この法律の本質があった。

太平洋戦争の開始とともに，祭紀一致を完成させた国家神道体制の本来的な

機能がどこにあるかを余すところなく示した。社会主義思想、から自由主義思想

まで，そして確信的宗教者，絶対主義的天皇制とその侵略戦争に抵抗・反対す

る諸思想、と運動を抑圧・弾圧して，いわば消極的思想対策をしていた天皇制権

力は，「主義者」に対する転向強要・戦争への協力の調達，国家神道とそれに従

う諸宗教・臣民を戦争に動員する，言わば積極的思想対策を展開していった。

天皇制権力にとって 2つの思想対策は，「挙国一致」に向けた国民精神動員のた

めに必須の，セットきれたものであった。聖戦，神国日本など， 日本を破局に

導いた狂言的なスローカゃンの一部は明らかに国家神道体制ニ祭政一致体制の完

成の象徴であった。同時にこの戦争の敗北は，ほぽ80年間にわたって形成きれ

てきたそのような国家神道体制の必然的な到達点でもあった。こうして政治的

抵抗者（たいていは無信論者）と確信的宗教者にとっては，対抗相手は国家権

力そのものとしての天皇制と国家神道の複合体であった。
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第 2章 国家神道体制と明治憲法28条の解釈学説

第 1節 28条の規制対象としての国家神道体制

前章で得られた歴史的概観に基づく国家神道体制を28条の規制対象としてど

のようなものであったか， という視点から，あらためでまとめるとともにやや

詳しく敷桁すると，以下のようになる。

(1）皇室神道・神社神道・靖国信仰によって構成された国家神道と神仏基その他

の宗教は，諸宗教の構造として上下の二重構造をなすよう，国家権力の宗教政

策によって形成されていた。後者の信仰をもっ者は強制された国家神道と自ら

選んだ宗教の二つの信仰に帰依せざるをえなかった。無神論者は国家神道を信

仰することを強制された。多くの人は建前では国家神道，本音では自分の信仰・

無信仰という使い分けをしていたであろうが，個人の内面に踏み込んで、まで国

家神道への信仰を試され，強制され，転向を迫られて精神的自律を奪い尽くす

処遇を受けた少なからぬ例があった。したがって国家権力の自制の結果として

許された，国家神道以外の信仰・無信仰の自由は，個人の人権としての自由で

はまったくなかった。たしかに国家神道の「布教」活動はおおかたは国民教化ニ

誘導による自発性の調達の方法で行われたが，それは，強制によって担保きれ

ていたのである。

(2）国家神道体制を支えていた条件

①政治的行政的条件

倒幕運動から明治維新を経て明治末年に国家神道体制が整うまでの聞には，

政治勢力の＋翼を担ってイデオロークとして活躍した国学者・神道家達の要

求ニ古代的な祭政一致の政治は一時実現しそつになったが，藩閥政府の政策＝

富国強兵，条約改正，それらの目的達成に必要なかぎりでの近代化に応じて，

したがってそれらイデオロークの主張の一部を押さえて，結局のところ国家神

道体制が整備されていった。「神聖不可侵」とされた天皇を頂点として組み立て
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られた明治国家は，国家二天皇の正統性を宗教によって根拠づけるという当初

からの企図をどう実現するかをめぐって宗教界（神道界と仏教界）を巻き込ん

だ権力闘争・宗教闘争を，戦時を画期としつつ展開した。権力闘争の推移は以

下のような宗教関係の所管官庁の変遷過程に象徴的に示きれている。

神祇官；神仏判然令発布（1868年）－招魂社設置（1869年）→神祇省；氏子

調べ制開始（1871年）→教部省・祭事施典を太政官式部寮に移管・神仏共同布

教の施設（大中小教院）設置（1872年）→氏子調べ制廃止；官杜の神宮にのみ

国費公費から定額給与の支給（1873年）→神道事務局設置；神仏合同布教廃止

(1875年）→内務省社寺局（1877年）－招魂社を陸海軍共同管轄の靖国神社へ

(1879年）→内務省神社局・宗教局（神社行政の独立） (1900年）－神社統廃合

に着手；国費・公費共進金制度設置（1906年）－内務省告示による神社祭式の

固定（1907年）－内務次官の指導で神仏基の代表者の「三教会同」（1912年）→

内務省宗教局を文部省に移管・内務省規則で官国弊社以下の神社制度の整備

(1913年）－官祭・私祭招魂社を護国神社に改編（1936年）→内務省神社局を

神祇院へ・宗教団体法施行（1940年）。

こうして天皇制権力は，自己の統治機構の中に宗教組織を設置して官吏であ

る宗教家に全国民を信仰者とした宗教活動をさせていたが，そのために神社の

組織体系を一般行政組織の体系にぴたっと対応するょっに整備した。しかし，

町村の段階では統廃合をして一社とする指示に対する抵抗が大きくなったため

に，この政策は貫徹きれない部分が残った。

国家神道体制を支えていた政治的行政的条件は，一般的には，神を祖先とし

自身も神とされた天皇を「機軸」とする国家の正統性（国体論）を所与の条件

として，神社神道を世俗的な国家目的の実現に役立つ国民統合・動員の格好の

手段・手法に仕立てあげて，宗教を国家組織・機能の一部に取り組むイデオロ

ギ一政策を採用したことにあった。国家神道以外の宗教もそのような宗教政策

の例外とはきれずそれに適合するよう誘導・強制され，従おない宗教は容赦な

く抑圧された。政府の宗教対策の中には，国家神道に対する他の宗教の「寛容」
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を強要するものも含まれていたということも無視されてはならない。

国家神道の機構の内部で，政治と宗教の対立が本質的に解消しえないものと

して存在していたから，国家神道体制は，政治権力としての天皇制国家によっ

て諸宗教の重層的な矛盾の体系として編成されていたといえる。

②宗教的条件

明治維新以前の宗教状況の特色はどこにあったのか。そしてそれは国家神道

体制のいかなる条件になっていたか，さらに国家神道体制の中でどう変化して

いっ fこのカ～

神道系は八百寓の神への信仰として宗教学上自然宗教で民族（民衆）宗教と

分類されるが，神社神道である宮中祭組，伊勢神道，出雲神道，神道の新興宗

教等々に分散していて，政治宗教しかも天皇に直結する政治宗教という性格を

もっていたのに対して，産土信仰や鎮守や祖先神への信仰等は政治とは無縁の

まま八百高の神を祭る信仰として民衆の生活の中で生き続けていたものであ

る。しかしいずれも自然宗教で民族宗教であるため宗教集団と地域的な社会集

団が一致する点において共通の性格を保持していた。創唱（成立）宗教とは異

なって個人の宗教ではなく，集団のそれであったから，そのままでは個人の自

由平等を原則とする近代社会とは原理的には相容れない性質のものであった。

仏教も多くの宗派に分かれていたが，その創唱宗教としての性格はたいてい

の宗派において既にわが国に導入された当初から政治宗教に変質きせられ神仏

習合をすすめ，江戸幕府の下では寺請け制（檀家制と結びついて）によって行

政機能を担い，それによって個々人の宗教ではなくて地域住民の集団的宗教と

なり，同時に住民を行政的に組織し管理する組織という側面をももった。こう

して世界宗教である仏教が日本的な民族宗教的体質を身につけていった。神仏

習合の歴史は古く，両者は解きがたいほどに複雑に結合してしまっていたが，

それにもかかわらず教義・教理において豊かな仏教の宗教家とそれらの貧弱な

神社神道の宗教家の聞には相互に陰に陽に確執が続いてきた。しかしともに，

教義・教理よりも祭組・儀式に宗教活動の重点がおかれるようになって，しか
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も教義・教理は一部宗教家の「秘義」に等しかったから，宗教家と信仰者の聞

には教理・教義による結合は乏ししそのうえ宗教家から信仰者への一方的な

伝達によって説かれるものとなっていた。このことが，「神」と「仏」への複数

（多重）信仰が日本社会に根付いてきた条件であったといえるのではないか。

このような宗教内容のあり方に加えて，信仰集団と社会集団が一致するという

条件が重なれば，宗教活動において教義・教理の布教は衰退して祭杷・儀式中

心となっていくことは必然的であった。宗教家によって形成きれる宗教組織は，

そのような宗教内容・活動に照応して，宗教内容の実践・布教に適合するよう

にではなくて，「秘義」の伝達・習得と宗教家・信仰者や宗教施設の管理運営の

機能に適合するように編成される傾向が強くなるのも当然で、あった。

国家神道体制の形成過程で，そのような宗教状況がその成立条件であったこ

とは否定しえないが，天皇制国家の設計者たちにとっては好都合な条件ではあ

っても，天皇を頂点とする中央集権的国家機構とその活動を正統化し国民を統

合・動員する装置に仕上げるには大きな飛躍が必要で、あった。この飛躍がどの

ようなものであったかは，すでに述べたとおりである。諸宗教の上下二重構造

はまったくの政治的所産であった。

③国家神道体制と人権としての信教の自由との矛盾

一憲法問題と政治・社会問題としての宗教問題との交錯

国家権力と国民との緊張関係を前提として，国民個々人の自主的な精神活動

とその表現が自由で，それに対する侵害があった場合には，この侵害を排除，

または侵害による損害の賠償を求めることができる権利をも保障きれていると

きに初めて，人権としての精神的自由権が保障されているとすれば，国家神道

体制のもとでは，すべての宗教に人権は保障されていなかった。したがって，

憲法28条の文面上では 2つの制限事由を付された信教の自由が保障されること

になっていたが，実態においては，ここまで見てきたとおり，制限された信教

の自由でさえなかった。信教の自由に対する制限の実態は信教の自由そのもの

を否定していた。
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国家神道体制を支えた政治的行政的条件と宗教的条件の完全な否定が法的に

保障されることが，信教の自由の成立条件である。国家神道を構成する皇室神

道・神社神道・靖国神社の存在と宗教的行政的活動は，一方で、それら自体が（ア

ン・ジッヒに）政教分離原則の完全な否定であるものを含み，他方で他の宗教

に対しては（ヒュア・ジッヒに），国家神道の信仰への誘導・強制！と宗教内容・

組織に踏み込む干渉を行つことによって，二重に信教の自由を侵害する活動を

含んでいた。国家神道体制に組み込まれた国民全体，したがって無神論者も信

仰者も，国家神道への信仰は義務として強要されたが，この誘導・強制という

形態をとった信教の自由の侵害は，祭政一致（政教分離原則の否定）の必然的

帰結であり，それによっても信教の自由は侵害されていた。国家神道を構成し

ていた要素が天皇政治に従属・奉仕する性格の宗教・宗教組織・宗教施設であ

る限り，その活動のみならず存在そのものが政教分離原則に反するか，潜在的

に反する可能性をもち続けることになることは否定しえない。そうであるとす

ればその可能性がある限り，それらと政治・行政が一切のかかわりを断たなけ

れば，わが国の信仰の自由と政教分離原則はともに保障されているとは言えな

い。ここにはもともと「公」と「私」の区別はなかったし，ない。天皇が公的

存在であり続けるかぎり，国家神道のすべての要素は，天皇に権力を求め，そ

れを支える力となろうとする本質をもっ。たとえそれらが，「私」的形式をとっ

たとしても，この事情が変らないことを国家神道体制の歴史は証明している。

国家神道が「国民全体の宗教」てコ他の宗教は「イ固人の宗教」，そして両者は

両立しうるし両立していたという考え方は，宗教の本質と，信教の自由を含む

精神的自由権に関する理解がいかなるものかを関われることになる。国家神道

体制の中で国民は無神論者も信仰者も，個人の人権としての精神的自由権を，

それらの実現に適した組織を作り活動する自由も含めてすべてを，否定されて

いたが，宗教の次元では，ほとんどの宗教組織は妥協して宗教内容に天皇崇拝

を組み込み，わずかな確信的な宗教家・信仰者がこの体制に抵抗しえただけで

あった。複数信仰に慣れてきた多くの国民は，教育勅語と奉安殿拝礼・神社参
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拝等による宗教教育の効果が加わって，明治維新以後，政治的に創作された宗

教の上下二重構造にも抵抗を示さず，国家神道体制の設計者たちの意図は忠実

な担い手たちに受け継がれていき，むしろその意図以上に一人歩きをしていっ

たのである。

第 2節 28条の解釈学説

国家神道体制をもっとも制限的に解しようとした美濃部達吉と，それを最も

拡張的に解しようとした寛克彦の解釈，そして政府見解に忠実で、あった金森徳

次郎の解釈が検討される。

(1）美濃部の所説

美濃部は一方で、「精神生活に於ける基礎原則としての信教の自由」を，信仰

の自由，宗教的行為の自由，宗教的結社の自由に分けて，ヨーロッパ流の個人

の人権としての信教の保障と解し，他方で国家神道を宗教と定義して，その存

在を「太古以来の不文憲法」によって根拠づける。信教の自由に付された 2つ

の条件，「安寧秩序に背かざる限り」と「臣民の義務に背かざる限り」について

は，前者の条件は，教義自身がそれに違反する場合にはその宗教全体が信仰の

自由を否定きれでもやむを得ないとし，後者については，「日本臣民としての身

分に基づく義務」に限定している。そして「国家はいかなる宗教も人民に強制

することは無い」という。

この解釈学説は，人権としての信教の自由の保障を主張する一方で、，国家神

道の実際上の強制をいわば偶然とみて，その存在を（不文）憲法上のものとし

て正当化していたが，その意図は，信教の自由の保障と国家神道の存在を整合

的に説明することにあったと思われる。これは，実践的主張としては明治憲法

の枠内において個人の人権としての信教の自由を最大限に確保しようとするも

のであった。美濃部は政府の神道非宗教論には組みさず，神道が実質的には宗

教と認めた上で，神道と他の宗教との関係は，国家的宗教＝国民的崇拝の対象

と個人の宗教としてともに自由で自発的な信仰の対象であるから矛盾しないと
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考えていた。この考え方は，複数信仰に慣れていた日本人の宗教意識に照応す

る宗教観に基づいているが，国家活動としての宗教活動に服していた国民の神

社参拝その他の行動を基本的には自発的だと観察する美濃部は，その宗教観の

ために，宗教状況の認識が甘くなり， したがって個人の人権としての信教の自

由の解釈が不徹底になったのではないかと疑われる。したがって，宗教の上下

二重構造の下で他の宗教の宗教家や信仰者が国家神道を受容させられているこ

とは目に入らず，それらの宗教内容が変更を強いられでも「安寧秩序」を理由

に無制限に認めるし，「特別の監督」は「特別の保護」を理由に当然とすること

になる。もちろん国家による国家神道の強制があれば，それに対する信教の自

由に基づく抵抗は，美濃部説によれば合法的で、あるが，実際上の帰結は，無信

論者にのみこの抵抗が許きれる， ということになるであろう。

②金森の所説

金森の解釈は，信教の自由に関しては美濃部とほぼ同じ解釈をしているが，

制限条項と，宗教と国家の関係については美濃部と異なり，歴代政府の解釈と

一致していた。すなわち，宗教と国家の関係を，政教一致制＝「政治ト宗教ト

カ同一ノ支配者ニ衣リテ主宰セラルルノ制」で，「宗教ヲ主要ノ地位に置ク教国

制」と「政治ヲ主要ノ地位ニ置ク国教制」の二種，公認教制＝「国家カ特ニ或

ル宗教ヲ公認シテ之ニ保護ヲ奥フルモ他ノ宗教ノ存在ヲ妨クルコトナキモノ」，

政教分離制＝「国家ハ宗教ニ対シテ原則トシテ干渉又ハ特殊ノ保護ヲ為スコト

ナク唯タ公共ノ安寧秩序ト相容レサル場合ニノミ制限ヲ加フルニ過キサルモ

ノ」の 3つに類型化して， 28条の信教の自由は公認教制および政教分離制と矛

盾しないという。「帝国現在ノ実情ハ政教分離ノ制ニ近シ」というのが，金森の

現状診断であった。問題的な現状にかかわらない椀曲な説明であるが，前提さ

れている神社非宗教諭といい，政教分離論といい，憲法義解，歴代政府，特に

内務省見解に沿った解釈学説を提供していた。金森は，国家神道体制を，自ら

つくった類型に照らして公認教制ですらなく政教分離制に近いと言っている

が，国家祭杷は宗教ではないという言い分を絶対の基準として受け容れている
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から，有益な類型もまったく現実離れをした判断に帰着している。

③寛の所説

寛は28条を「立国の大法其のま、を宣言したる重要条文」として，祭政一致

の国体の基礎である「神ながらの信仰」を宣言したものとする。寛のいう祭政

一致は，祭を上位において政と一致させるもので，天皇の統治大権は「強制力

としての所謂最高力」ではなく，「生活の有らゆる方面に亙つての権威としての

最高権力であり，其の中心は信仰の大本たる『みいづ（尊厳）』」だとする。箆

の主張は，したがって，宗教としての国家神道が他の宗教の上位にあるだけで

なく，国家権力内部で神道部門が政治部門の上位を確保する体制，金森の言う

教国制の実現にあった。こうして寛によれば， 28条は「帝国憲法が制定せられ

永遠に効力を有する基礎となりつつある信仰祭肥の要求其のまま」を宣言した

ものであるから，信仰の自由の意義は，「皇祖皇宗の御遺訓たる立国の大法即神

ながらの信仰夫自身の本質たる寛容性乃至歓迎性を規定否宣言した」ところに

ある。そこに，文言上形式的には西洋の信仰の自由の規定に似ていても，根本

的な相違がある，という。

寛は，国体の神聖性を極端にまで拡大した国体観に基づいて28条を解釈した。

彼は信教の自由という文言には積極的意味を何ももたせず，「安寧秩序」と「臣

民の義務」にその祭政一致の国体観をすべて盛り込んで解釈したから，この条

項は信教の自由を保障したものから祭政一致を保障した条項へ転換させられて

いた。寛によれば，「皇国瞳の要義たる本末を忘れ，神を汚し皇を軽んずるが如

きは安寧秩序を索す最たるもの」で、あり，「臣民が皇上の奉斉者輔翼者たる本義

に反するが如きは義務にそむくことの顕著なるもの」である。

美濃部が不文憲法によっていわば裏から正当化した国家神道を，寛は正面か

ら祭政一致の実践的主張を28条に読み込んだ結果，信教の自由の保障と制限が

完全に逆転させられた。ここでは信教の自由は，国家神道が歓迎し寛容を示す

限りで許される，従って国家神道の恋意に依存するものと化している。寛容の

意味は，ヨーロッパにおける宗教上の寛容とは異なり，対等の宗教聞のそれでm



- 85 --

はなく上下の宗教聞のそれに変質している。この限りでは寛は，国家神道体制

下の信教の自由の実態に見事に照応する解釈をしていたといえる。

この解釈学説は，国家神道体制の実情を美濃部をはるかに越えて正当化して

いたと言えるとともに，きらに政府・内務省が神社神道を政治の単なる道具に

利用する理解・位置づけに反対してこの宗教の本質にふさわしい位置を要求を

していた。その意味ではこの学説は，神社神道が天皇の権力・権威に直属しな

いでは済まない衝動をつねにもつことを率直に告白していた，といえる。この

学説は確信的な宗教家である急進的な神道勢力と結びついていたが，その影響

を受けて実際に動いたのは，神社勢力を中心とする宗教勢力と，「国櫨の本義」

(1937年）や「臣民の道」（1941年）を著して実践に努めた文部省およびその傘

下の学校，そして地方の「挙国一致」体制の担い手になっていたさまざまな国

粋的な諸団体であった。このようにそれは，「国体明徴」，「神国日本」，「八紘一

字」，そして「聖戦」などのスローか、ンに導かれた太平洋戦争に向けた国家総動

員体制の形成を推進する役割を果たした。

まとめ

本稿は， 日本国憲法20条・ 89条を解釈する場合に必要な歴史認識のうち，明

治憲法28条とその下での国家神道体制を分析した。国家神道体制下の宗教の実

態が，諸宗教の上下二重構造をなしていたという仮説を立てて，この仮説を論

証する試みをし，その帰結に基づいて明治憲法28条に関する若干の解釈学説の

批判的検討をした。ここで得られた分析結果が日本国憲法の解釈にどう生かし

うるか，については大枠の方向付けを提起したに過ぎないが，憲法解釈に科学

的基礎をもたせるために欠かせない予備作業であると思われる。

本稿の出発点は， 日本国憲法の当該条項の解釈において，宗教のあり方の普

遍性をもっ問題と特殊性をもっ問題を，事実認識と解釈のそれぞれの平面にお

いてどう考え，それらをどう組み合わせるべきか，その根拠をどこに求めるべ

きか， という問題意識にあった。宮沢は，宗教の自由と政教分離原則の普遍的

な内容と国家神道体制のそれに照らしての否定的な実態を対置して，否定的な
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実態を一掃する，とくに国家と宗教の分離を厳格に（政治行政の領域に宗教が

宗教としてかかわることを全面的に否定する）求める解釈をした。国家の非宗

教性の原則，宗教に対する国家の中立性の原則の具体化を徹底させようとする

その解釈の意図は，国家神道体制の特殊日本的含意の十分な理解を踏まえてい

ただろうか。そこに不十分さがあったとすれば，歴史認識上の問題とともに，

解釈方法としては，普遍性と特殊性の対置の仕方にも（対置自体ではなく）原

因があるのではないか。いいかえれば，特殊性の分析自体にも，普遍性の背後

にある欧米のキリスト教のあり方とその国家との関係からの類推が混入してい

るのではないか， ということである。

そこで本稿は，宗教改革を経た世界宗教としてのキリスト教と本来的に天皇

と結びついている，民族宗教としての神社神道を区別する指標を，（天皇）政治

に従属・奉仕する性格と信仰上の精神的自律性の 2つに求めた。これによって

国家神道体制の特殊性を十分かつ適切に捉えたかどっかは問題であるが，わが

国において国家と宗教の関係を論ずるにはそれ自体の日本的特殊性の理解が欠

かせないことは確かで、ある。その事情は，明治憲法の場合であっても日本国憲

法の場合であっても同じである。

美濃部と宮沢の解釈方法は，普遍性と特殊性の対置の仕方は同じであるが，

明治憲法の枠と日本国憲法の枠が異なるから特殊性の処理は当然違っている

が，解釈の中身の違いはそれぞれの宗教観の違いに発していることが注目され

る。宮沢は，国家神道体制下で宗教としての国家神道を受容させられてキリス

ト教や仏教は宗教としての本質を否定されていた，したがって信教の自由その

ものが否定されていた， と考えていたが，美濃部は，すでに見た通り， 2つの

宗教への信仰は両立しうるものと考えていた。明治憲法下で歴代政府は，仏教

やキリスト教陣営から，国家祭肥が宗教でないなら宗教とは何と定義するかを

しばしば問われて，最後まで回答を出すことができなかった，あるいは回答を

出すことを回避したのは，偽臓を糊塗するに好都合で、反発を受けない口実を工

夫しえなかったからであろうが，美濃部の宗教観はこの偽繭性をつけなかった。
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問題はさらに，国家神道の本体をなす神社神道の宗教としての本質である。

宮沢は，皇室神道，神社神道，そして靖国信仰も私事としての扱いを徹底させ

ればそのようなものとして信教の自由を享受しうる宗教となると考えたのであ

ろうが，この判断はそれらの信仰の本質を見損なっていたと言わざるをえない。

信教の自由と政教分離原則を潜在的顕在的に侵害する本質をもっ神社神道

は，私事と扱いうる宗教に転換しない限りいずれの神道も他の国民の信教の自

由・政教分離原則と矛盾する存在であり続ける。宮沢は，政教分離原則は信教

の自由の「完全な実現」のための原則と考えていた。ここには，おそらく宮沢

の意図には反して，政教分離原則が信教の自由実現のための手段と解されて具

体的な規範的意味が恋意的に充填される余地が残されていた。人権保障の論理

と歴史・現実認識の論理が噛み合わない方法上の原因は，前述の普遍性と特殊

性の対置の仕方にあると思われる。

本稿が，国家神道体制の含意を否定するという場合，政教分離原則が信教の

自由の前提であり，かつ信教の自由自体の保障だとしたのは，神道国教制を含

む国家神道体制とその中で宗教上の中心であった神社神道に固有の問題性にか

かわる。問題は，政教分離原則の廃棄（天皇政治との結合）を宗教内容の中心

とし，かっそのための活動をしている皇室神道や神社神道が，天皇の私事や宗

教法人の私事として信教の自由を享受するといっ矛盾は，憲法上どう解決され

るべきか， というように提出きれている。

国教であった神社神道の宗教組織のあり方は私的なものに変わったが，宗教

内容の本質は変わっていない。特に皇室神道の場合には，宗教組織上の改革が

どこまで私事の運営に適合的にされたかは問題であるが（しばしば宮内庁の公

務員が職務として皇室の私事である祭加に従事しているのは，偶然で、はなく，

必然ではないか）宗教内容については事実上公と私の分離はなおも行われてい

ない。そうである以上，政治行政は，少なくとも，神道関係の宗教組織・宗教

者・宗教施設・宗教行事その他すべてのことに， したがって神道的なものが僅

かでも含まれるすべてのことに，仮に行事自体が「習俗的行茅」であっても，
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かかわることは許きれない，という解釈が正しい，と思われる。憲法20条・ 89

条が国家神道体制の全面的否認の規範化を含むことを認めるとすれば，そして

神社神道の宗教としての性格を前述のように認識するとすれば，わが国におけ

る政教分離原則の厳格な適用にはそのよ 7な解釈基準が憲法に最も適合的であ

ると思う。

神社神道，皇室神道，靖国信仰の存在と活動はつねに，規範的限界を越えた

象徴天皇制の政治化の原動力となっているから，この意味では，象徴天皇制・

神道の実態と政教分離原則・国民の信教の自由（さらに精神的自由一般）およ

び国民主権はつねに対抗関係に立たざるをえない。しかし研究方法の観点から

は，憲法上の普遍性の強調が日本独特の歴史や現状に対する事実認識の無視な

いし軽視につながるとすれば，その結果は， 日本の特殊性を普遍性に適合する

ように改善する実践的提言に結実せずに，むしろその意図とは逆に， 日本的特

殊性に対するたんなる外在批判と妥協に傾きやすいことに留意する必要がある

と思われる。その意味では美濃部，宮沢に加えて金森の解釈学説もその実例で

あった。

（国

問題の所在

(1) 宮沢俊義は， 日本国憲法の下で信教の自由や政教分離に反する具体的な動き

が始まる「独立」後，国家神道体制の実際とそれを正当化していた憲法学説や宗

教論を厳しく批判していた（「憲法講話」岩波新書， 1952年，「神々 の運命」， 1954

年，「神々 の復活」， 1954年，これらはともに『憲法と天皇一憲法20年上』， 1969

年， UP選書，東大出版会，所収）。例えば，法律の公布書への「御名御璽」の

使用，天皇の神宮参拝にあたっての公費の出費や公務員の参加の疑義，神宮の行

事への文部省の賛助，紀元節の復活などに対して，特に国家神道体制の構成部分

の否定の観点を鮮明にして，公的なものから宗教を完全に排除する議論を展開

していた。その後宗教学や歴史学からの研究進むが，憲法学で本格的な研究はな
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されていない。

(2) 日本国憲法の精神的自由権の保障を，わが国の歴史的具体的認識を媒介とし

て人権思想を形成しつつその法的保障の充実を目指す，基礎理論を含む理論的

研究の展開が，なお求められていると思われる。

(3) 現状では，憲法学上の信教の自由と政教分離原則の論議は必ずしも宗教学や

歴史学などの論議と有意義な結ぴ付きにおいて展開されているとはいえない。

憲法学の「法律学」化の傾向が視野の狭さを導いていることにその原因があると

すれば，方法論的反省・批判もこの研究課題には含まれなければならない。

第 1章

(4) 名古屋高裁昭46年 5月14日判決（津地鎮祭事件の控訴審），行裁例集22巻五号

680頁。

(5) 日本と欧米諸国との，宗教状況の比較，特に国家と宗教との関係の比較をする

場合には，民族宗教及び民族宗教化とその社会的思想的影響，政治との特殊な関

係の形成に特色のあるわが国との比較には，「異質」な中身に立ち入った分析を

するために仮説としてこのような基準を立てることが不可欠であると思われ

る。

(6) 国家神道体制の形成過程で重要な意義をもった「国家と宗教論争」（後述）を

検討した武田清子は，「日本プロテスタントが，国家（天皇）の権威と神の権威

のいずれを絶対的権威として選ぶかを問いつめられた出来事」と，この論争の意

義を総括した（「天皇制と宗教」『現代宗教講座V日本人の宗教生活』 179頁（創

文社，昭30））。武田は，国家神道（宗教）と他の宗教の関係の側面を相対的に区

別する見方をとっていない。清水英夫『精神的自由権』31頁（三省堂1980年一『思

想・良心および言論の自由』 (1961年一粒社）所収の転載部分）も，同旨。この

ような見方は，天皇に対する宗教批判はあっても，天皇制批判が欠けていたこと

への批判・反省に基づいて，確信的な宗教家や信仰者とかれらを弾圧・抑圧した

天皇制国家権力＝内務省・警察との関係の局面に主として着目したものである

といいうるが，国家神道体制の構造と機能という観点からは，宗教としての国家

神道と民間諸宗教の関係もその重要な構成部分をなしていたと言わなければな

らない。このことについては，飯坂良明「天皇制とキリスト教」戸頃重基編『天

皇制と日本宗教』（伝統と現代社， 1973年） 235頁を参照。

(7) 歴史的経過の詳細に関しては，村上重良『天皇制国家と宗教』11頁－122頁（日

本評論社， 1986年）を参照。概略は以下の通り。祭政一致・神祇官の再興，神仏
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分離による復古的，排外的な神道国教化から方針転換を余儀なくきれて，仏教や

キリスト教などを民間宗教として公認するが，神宮奉務規則を定めたり，官社の

神官に国費・公費から定額給与を支払つなど，神社行政を官社を中心に行う方向

を明確にして，神社が神（教派神道）仏（仏教）基（キリスト教）に君臨させる

準備を整えた。皇室神道に関しては，神仏分離を行うとともに宮中祭把を一部に

取り入れつつ新たに天皇の権威付けを意図して祭杷を整備し，神社の祭紀のモ

デルとしその普及を計った。靖国神社は，前身の招魂社が「御霊信仰の流れをく

む特異な政治的軍事的観念によって創建され，後に名称変更され別格官幣社に

格付けされて所管が内務省から陸海軍省共同のそれに移管される。他方で明治

国家の専制的啓蒙主義は，「淫紀邪教」を厳しく禁止し，天皇への忠誠を受け入

れその宣伝に務めない宗教宗派を容赦なく弾圧した。この聞の宗教関係法令に

ついては，安丸良夫・宮地正人編著『日本近代思想、体系5宗教と国家』 423頁－

484頁（岩波書店， 1988年）を参照。

(8) 彼等の考え方や行動については，松本三之介『国学政治思想、の研究』90頁ー150

頁（未来社， 1984年），安丸良夫『日本ナショナリズ、ムの前夜』 5頁－36頁（朝日

新聞社， 1977年）参照。

(9) 大江志乃夫『靖国神社』 56頁以下（岩波新書， 1984年）参照。

(10) 国学的尊皇論が，「現実政治を絶対的価値の体現者たる天皇の政治とするこ

と」，「被治者の心構え論」によって「被治者の現実政治に対する批判！と反抗を封

ずることを意図しJていたこと，「朝廷の絶対化」を「政治的社会」の「階層的

従属関係の維持に利用」していること，を松本は論証している（前掲書123頁－

134頁）。大江志乃夫・前掲書81頁以下参照。。I) 村上・前掲書52頁以下，宮地正人「国家神道形成過程の問題点」安丸良人ほか

編著「宗教と国家』近代思想大系 5570頁以下（岩波書店， 1988年）参照。

(12) 国家神道体制における諸宗教の構造に関して，村上は，「神仏基の公認3宗教

の上に国家神道が君臨し，非公認，準公認の新宗教は内務省（警察）の監視と取

り締まりの対象とされた国家神道体制は，時代錯誤の宗教国家を支える宗教支

配の大系」（『国家神道』133頁，岩波新書， 1970年）と規定し，柴田敏夫は，「天

皇統治の国体と祖先崇拝・忠孝の教義に，統ーした儀礼をもち，垂直的な国家官

僚機構と一体化し，伊勢神宮を頂点に末端の村社に及ぶピラミッド型の神社制

度と，それを運営する宗教官僚を擁する巨大な宗教組織体であるばかりか，みず

から『超宗教』として優位した地位に立ち，国家公認の 3教と非公認の新宗教を
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従属させて重層的に構築された」ものと規定する。これらの規定を参考にして，

本稿は，それを，国家神道と他の諸宗教に上下の価値序列をつける 2重の宗教構

造をなすものと，端的に規定する。そのように規定したほうが，国家神道体制の

矛盾と偽蹴に満ちた，天皇制国家によって類例のない仕方で創作された宗教構

造の本質をより良く表象できると考えたからである。

(13) この点について大江は，「非常に特殊ながら，自然宗教的な神社宗教を母体と

して創唱された新しい宗教」と適切に評価している（前掲書78頁）。

(14) 村上・天皇制国家と宗教148頁以下参照。

(15) 大江・前掲書102頁参照。

(16）神社神道の「国家の宗杷」＝「非宗教」論が典型的であり，敗戦に至るまで公

式見解であり続けた。宗教政策の最終的なよりどころとされたこの見解の二重

機能について，宮沢俊義『憲法II』340頁以下（有斐閣，昭34）参照。

（問柴田・前掲書224頁，村上・国家神道132頁以下参照。

(18) 村上・天皇制国家と宗教72頁以下参照。

(19) 村上・国家神道11頁， 119頁参照。

。。 村上・天皇制国家と宗教90頁参照。

。1）鎮護国家論と天皇制との関係に関しては，市川白弦「天皇制と鎮護国家の仏

教」戸頃重基編『天皇制と日本宗教』（伝統と現代社1973年）参照。

ω 村上・国家神道104頁以下参照。

(23) 大江・前掲書97頁以下参照。

ω 大江・前掲書112頁以下参照。

第 2節

。。 宮沢・前掲書342頁参照。

。。 このような運動の詳細な分析については，赤津史郎『近代日本の思想動員と宗

教統制』（校倉書房， 1985年）を参照。

仰 たとえば，法華30番神の禁止については，村上・天皇制国家と宗教27頁以下，

「3条の教員lj」については，同書59頁を参照。

(28) 大江・前掲書97頁以下，赤津・前掲書58頁参照。

(29) 山住正己『教育勅語』 98頁（朝日新聞社， 1980年）参照0

(30) 村上・前掲書157頁以下参照。。1) この著作の執筆の経過および論争上の井上の役割については，山住・前掲書

103頁以下，武田・前掲書176頁，安丸『日本ナショナリズムの前夜』 65頁参照。
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ω 武田・前掲書176頁以下，山住・前掲書107頁参照。

ω 例えば，柏木義円，植村正久について，武田・前掲書177頁以下参照。

ω 武田・前掲書179頁参照。

(35) 田村芳朗「天皇制への明治仏教の対応」 169頁以下・戸噴重基編前掲書所収，

参照0

(36) 武田・前掲書171頁参照。

間三教会同の意義については，村上・前掲書154頁以下参照。

側武田・前掲書180頁参照。

(39) 武田・前掲書179頁。

側武田・前掲書187頁o

(41) 武田・前掲書187頁。

ω 注（6）を参照。

ω 戸頃編前掲書の戸頃「鎌倉仏教における天皇制」および、市川の前掲論文を参

照。

凶宮田光雄『日本の政治宗教』 155頁（朝日新聞社， 1981年）参照。

ω 小沢浩「民衆宗教史研究の課題一安丸良夫『日本近代化と民衆思想』を中心に

一」歴史学研究No.434, 34頁，大江・前掲書74頁参照。

側飯田・前掲書228頁，柴田・前掲書227頁参照。

仰村上・前掲書167頁参照。

側大江・前掲書71頁以下，村上・前掲書130頁以下参照。

側村上・前掲書131頁参照。

(50) 山住・前掲書114頁以下は，学校教育のさまざまな側面を分析しつつ，教育勅

語の支配的役割を論証している。

第 3節

(51) 村上・前掲書202頁以下，赤津・前掲書52頁以下参照。

ω 村上・前掲書203頁参照。

ω 赤津・前掲書200頁以下参照。

倒村上・前掲書228頁以下，赤沢・前掲書236頁以下参照。

側赤j畢・前掲書169頁以下は，「無産運動」の側が宗教批判に急で，事態の本質を

認識して居なかったことを詳細に分析している。キリスト教の側の問題は，飯

田・前掲書231頁を参照。

第 2章第 1節
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(56) 沢山の歴史的証言や研究があり，評価も分かれているが，ここでは，宗教弾圧

に関する証言の記録，小池健治ほか編r宗教弾圧を語る』（岩波新書， 1978年），

日本宗教者平和協議会編『現代に生きる宗教者の証言』（新日本新書， 1968年）

だけを挙げておく。

開村上・前掲書148頁以下参照。

(58) 村上・国家神道11頁，安丸・日本ナショナリズムの前夜ii頁以下参照。

側 わが国におけるさまぎまな宗教の歴史的展開を神社神道を中心に叙述したも

のとして，村上・国家神道1頁以下を参照。

第 2節

側美濃部達吉『逐条憲法精義全』（昭2年，有斐閣） 392頁以下参照0

(61) 美濃部・前掲書402頁以下参照。

側美濃部・前掲書398頁以下参照。

側美濃部・前掲書399頁以下参照。

側美濃部・前掲書402頁参照。美濃部の、「わが太古以来の古神道又は惟神道」が

「今日に伝わっている」という理解に対して，国家神道と古神道の混同と批判す

るものとして，大江・前掲書89頁以下参照。

側美濃部が，「神社と国体との離るべからざる関係」があるかのように考える，／ 」

「科学的合理的思想、」に反する「誤ったd思想」が，神社崇拝を国民に強いようと

することに対する批判をしていることについて，赤j畢・前掲書60頁を参照。この

ことは，美濃部が自分の解釈を忠実に貫いていることを示している。

側美濃部・前掲書403頁以下参照。

納金森『帝国憲法要綱』（大15年，訂正6版，巌松堂書店） 141頁参照。

側金森・前掲書142頁以下参照。

側金森・前掲書143頁。

。。 寛『大日本帝国憲法の根本義』（昭11年，岩波書店） 337頁0

(71) 寛・前掲書344頁。

(72) 寛・前掲書341頁以下参照。

側寛・前掲書345頁。

(74) 寛・前掲書348頁以下。

(75) 村上・天皇制国家と宗教233頁以下参照。

まとめ

。。 宮沢俊義『憲法II』法律学全集 4 （昭34，有斐閣） 340頁以下参照。宮沢は，
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憲法20条と89条の文言のそれぞれと国家神道体制の実態とを突き合わせて，両

条文にその実態を否定する規範的意義を与える解釈をおこなっているが，基本

的な考え方は，個人の人権としての信教の自由は国家神道体制の下では宗教の

本質に反する神社神道の強制によって自由そのものが否定きれており，信教の

自由は，各種の自由の保障と国家の非宗教性（ライシテ）＝宗教の完全な私事化

の両面が実現することによって，初めて保障される，というところにあった。こ

の解釈に基づいて，宮沢は，それに反する現実を一貫して厳しく批判したこと

は，注（1）で紹介した。

間宮沢・前掲書342頁参照。

(78) 宮沢・前掲書384頁参照。宮沢は，「信教の自由の保障を完全なものにするため

には，国家と宗教とを絶縁させる必要がある。即ち，国家が全ての宗教に対して

中立的な立場に立ち，宗教をまったくの『わたくしごと』にする必要がある」ま

たは「信教の自由を完全に実現するためには，かような国家の非宗教性の原則を

確立しなくてはならない」という。

。。 高橋紘『象徴天皇』（1987年，岩波新書） 195頁以下には，旧皇室令に準じた祭

肥，公務員である侍従による代拝，「公務扱い」の公務員による例祭出張，侍従

による伊勢神宮への皇太子の代拝など，少なくない例が挙げられている。




